
『通勤パス』 利用約款 
令和６年３月１日制定 
東日本高速道路株式会社 
 
（通則）  
第１条 本約款は、東日本高速道路株式会社（以下「当社」といいます。）が実施する「通勤
パス」（以下「本割引」といいます。）について適用します。 
 
（定義）  
第２条 本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによ
ります。 

一 ＥＴＣ無線通信 ＥＴＣシステム利用規程第２条に定めるＥＴＣシステムにおける無
線通信をいいます。 
二 ＥＴＣカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したＥＴＣクレジッ
トカード並びに当社､首都高速道路株式会社､中日本高速道路株式会社､西日本高速道路
株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社（以下「六会社」と
いいます。）が契約に基づき共同で発行したＥＴＣパーソナルカードをいいます。 
三 ＥＴＣ車載器 ＥＴＣシステム利用規程第３条に定める、車両に取り付けて道路側の
アンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。 
四 セットアップ ＥＴＣシステム利用規程第３条に定める、ＥＴＣ車載器に通行料金の
支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。 
五 指定区間 当社が指定する本割引の利用申込みが可能な区間をいいます。 

 
（対象車種区分）  
第３条 本割引は、ＥＴＣ無線通信により通行が可能な普通車及び軽自動車等の 2 車種区
分（車種区分は、道路整備特別措置法（昭和 31 年法律第 7 号）第 25 条第 1 項の規定によ
り当社が公告する高速道路（全国路線網）の料金車種区分によります。以下同じです。）を
対象とします。 
 
（実施期間等）  
第４条 本割引の実施期間は、令和６年４月１日（月）から令和７年 3 月 31 日（月）までの
期間とします。この期間のうち申込み時に登録を行う利用月の１日から同月の末日までを
本割引の利用可能期間とします。 
２ 利用可能期間以外の日に通行した場合は、本割引は適用されません。 
３ 利用可能期間の通行（第 7 条第３項に定める「対象通行」をいいます。）に係る通行日時
の判定は、入口インターチェンジ料金所又は出口インターチェンジ料金所の通過日時をも



って行います。ただし、本線に設置されている料金所では、その通過日時をもって判定しま
す。 
 
（申込方法等）  
第５条 本割引を利用する場合は、本約款に定める事項を承諾のうえ、利用月の前月末日ま
でにインターネットにて申込みください。なお、当社が定める各月の申込上限数に達した場
合は、以降、当該月の利用について申込みはできません。 
2 前項に基づく申込みの際は、次の各号の事項を登録いただきます。 

一 利用月 
二 利用区間 
三 車種区分 
四 申込者氏名 
五 メールアドレス 
六 居住する都道府県 
七 連絡先電話番号 
八 ＥＴＣカード番号 
九 ＥＴＣカード有効期限 

3 当社は、申込みされた内容により受付手続きが完了したときは、受付手続きが完了したこ
とを電子メールにより申込者へ通知するものとします。また、申込者の受信状況にかかわら
ず、当該メール送信時において申込みが成立します。 
4 ＥＴＣカードの利用の可否は発行カード会社及び六会社の取扱いによりますので、本約
款に基づく本割引の受付は、当社が登録されたＥＴＣカードの有料道路における利用を保
証するものではありません。 
5 本割引は、次の各号に該当する場合にはお申し込みいただけません。 

一 ＥＴＣコーポレートカードによる登録である場合 
二 無効なＥＴＣカード番号による登録である場合 
三 ＥＴＣカードの有効期限を経過している場合 

６ 既に本割引にお申し込みをされているＥＴＣカードでは、同一期間内に他の本割引をお
申し込みいただくことはできません。（ただし、第１２条第１項に定めるところにより、解
約手続きを行った場合を除きます。） 
 
（登録内容の変更）  
第６条 本割引の受付手続きが完了した後は、登録内容を変更することはできません。 
 
（本割引）  
第７条 本割引の販売価格は、当社が国土交通大臣に届出を行い公告した額とします。 



２ 本割引の利用可能額は、当社が国土交通大臣に届出を行い公告した額とします。 
３ 本割引の対象となる通行は、利用可能期間内において、指定区間のうち申込み時に利用
区間として登録した区間（以下「登録指定区間」といいます。）内のいずれかのインターチ
ェンジから流入し、かつ、登録指定区間内のいずれかのインターチェンジで流出する通行で
あって、１日に行った通行のうち最初の３回までの通行（以下「対象通行」といいます。）
とします。 
４ 登録指定区間内のいずれかのインターチェンジから流入又は流出し、登録指定区間以外
のいずれかのインターチェンジで流入又は流出する通行を行った場合、流入又は流出を行
った登録指定区間内のインターチェンジと当該通行における登録指定区間内の端末インタ
ーチェンジとの間の通行を対象通行とみなします。 
５ 対象通行の通行日は、入口インターチェンジ料金所を通過した日とします。ただし、前
日以前の日に入口を流入し、通行日に流出する通行であって、当該前日以前の日の対象通行
とならない通行がある場合は、その通行を通行日の１回目の通行とします。 
６ 対象通行があった場合、利用可能額の範囲内で、当該対象通行に係るＥＴＣ通常料金の
支払いとして充当されます。 
７ 前項に基づき充当された累計額が利用可能額を超える通行があった場合、超過分及び次
回以降の対象通行に対してＥＴＣ通常料金に 50％割引を適用します。 
 
（請求等） 
第８条 当社は、本割引の対象となる最初の通行があったとき、前条第１項の販売価格を一
括で請求します。 
２ 前条第４項の場合、対象通行とみなされない区間の料金は、当該区間の通行を別の通行
として請求します。 
３ 利用可能額の残高及び累計利用回数は請求金額確定前後にかかわらず、ＥＴＣマイレ
ージサービスの還元額明細やＥＴＣ利用照会サービスの利用明細等で、表示されません。 
４ ＥＴＣパーソナルカードは、支払いの済んでいないご利用金額の合計額（前条第１項に
規定する販売価格を含みます。）が、ＥＴＣパーソナルカード利用規約に定める利用限度額
を上回りますと、利用停止となる場合があります。 
 
（利用方法） 
第９条 本割引を利用する場合は、申込み時に登録した車種区分に属する自動車で通行し
てください。 
２ 料金所では、申込み時に登録した ＥＴＣカード（以下「登録ＥＴＣカード」といいます。）
を ＥＴＣ車載器に挿入し、ＥＴＣレーンをＥＴＣ無線通信により通行してください。登録 
ＥＴＣカードと異なるＥＴＣカードで通行した場合は、当社は、通常の料金の支払いを受け
ます。 



３ 入口料金所のＥＴＣレーンが点検等により利用いただけない場合には、一般（有人）レ
ーン（以下「一般レーン」といいます。）で通行券を受け取り、出口料金所においては、一
般レーンの料金所係員に登録ＥＴＣカードと入口通行券をお渡しください。ＥＴＣ専用入
口をご利用の場合は『ＥＴＣ/サポート』又は『サポート』と表示されたレーンを通行し、
一旦停止して係員の指示に従ってください。出口料金所において料金精算機をご利用の場
合は、登録ＥＴＣカードと入口通行券を挿入してください（操作が分からない場合は、「係
員呼出ボタン（レバー）」によりお申し出ください。）。 
４ 出口料金所のＥＴＣレーンが点検等により利用いただけない場合には、一般レーンの料
金所係員に登録ＥＴＣカードをお渡しください。料金精算機をご利用の場合は、登録ＥＴＣ
カードを挿入してください（操作が分からない場合は、「係員呼出ボタン（レバー）」により
お申し出ください。）。ＥＴＣ専用出口をご利用の場合は『ＥＴＣ/サポート』又は『サポー
ト』と表示されたレーンを通行し、一旦停止して係員の指示に従ってください。 
 
（他の割引との適用関係）  
第１０条 既に本割引にお申し込みをされているＥＴＣカードでは、本割引の利用開始の有
無や指定区間の内外にかかわらず、利用可能期間の全ての通行に平日朝夕割引を適用しま
せん。 
２ 本割引の販売価格及び利用可能額を超える対象通行に係るＥＴＣ通常料金に対する
50％割引後の料金の額は、ＥＴＣマイレージ利用規約に定める通行料金に該当します。 
３ 本割引と深夜割引、休日割引、障害者割引又は企画割引との適用関係は、別表のとおり
とします。 
 
（適用対象外及び無効）  
第１１条 各通行が次の各号の一に該当するときは本割引の適用対象外とする場合があり
ます。 

一 本割引の利用時に無効なＥＴＣカードが登録されているとき 
二 申込みの際の登録内容に誤りがあるとき 
三 登録ＥＴＣカード以外のものを使用したとき 
四 申込み時に登録した車種区分以外の車種区分の自動車でご利用になったとき 

２ 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本割引の申込みを無効とし、当社は利用可能
期間の全ての通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。 

一 正しい車両情報がセットアップされたＥＴＣ車載器を設置せず通行したとき 
二 登録ＥＴＣカードを同時に 2 台以上の車両に使用したとき 
三 前 2 号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本割引を利用したとき 

 
（解約等）  



第１２条 本割引の申込者は、申込み時に登録を行う利用月の前月末日までに、当社ホーム
ページ内から本割引を解約することができます。 
２ 前項に基づく解約が行われない場合でも、利用可能期間内に対象通行を行わなかったと
きは、第７条第１項に規定する販売価格は請求いたしませんが、第１０条第１項は適用され
ます。 
３ 対象通行に係る料金の合計額が第７条第１項に規定する販売価格を下回る場合でも、払
戻し又は差額の返金は一切行いません。ただし、自然災害等により本割引の利用に著しく影
響を及ぼしたと当社が判断した場合は、この限りではありません。 
 
（個人情報の保護）  
第１３条 本割引の申込者の個人情報は、当社が別に定める「通勤パス」プライバシーポリ
シーに従って適切に取扱います。 
 
（免責事項）  
第１４条 当社は、次の各号に掲げるときには、本割引の申込者が被った被害について一切
責任を負いません。 

一 当社の責めに帰することができない申込事項の誤りにより、本割引の利用に影響を及
ぼしたとき 
二 当社の責めに帰することができない通信上の障害又は事故により、本割引の利用に影
響を及ぼしたとき 
三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本割引の申
込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき 
四 通行止め等の規制又は渋滞により、本割引の利用に影響を及ぼしたとき 
五 天変地変その他の不可抗力により、本割引の利用に影響を及ぼしたとき 
六 登録ＥＴＣカードの利用が停止されたとき 
七 車両の故障等、当社の責めに帰することができない事由により、本割引の利用に影響
を及ぼしたとき 

 
（約款の変更）  
第１５条 当社は、特別の事情により本約款を変更することがあります。 
２ 当社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法で周
知します。 
３ 当社は、第１項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。 
 
（附則） 
本約款は、令和６年 3 月１日（金）から適用します。 



 
別表：他の割引との重複適用関係（第１０条関係） 
 

割引 重複適用関係 
深夜割引 
休日割引 
障害者割引 

本割引を適用します。 
（重複して適用されません。） 

企画割引 企画割引を適用します。 
（重複して適用されません。） 

 
 


